1.《事業者》　
　　　　事業者の名称　　　　社会福祉法人わかば福祉会
代表者　　　　　　　鮫島　紀子
所在地　　　　　　　〒891-0175　鹿児島市桜ヶ丘6丁目47番1号
定款の目的に定めた事業　第2種社会福祉事業　　　
(1)幼保連携型認定こども園の経営
(2)一時預かり事業の経営
2.《教育・保育理念及び目的・方針》
目的　　　幼稚園と保育園の制度の枠組みを超えて、小学校就学前の子どもに対し
　　　　　　　　て、幼児教育・保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支
　　　　　　　　援を充実させる。
基 本 理 念　　【すべての人の幸せを願い、心を育みます。】
「挑戦」　失敗を恐れず何事にも挑戦する心
「協力」　支え合い共に思いやる心
「自由」　素直に自分を表現する心
「感謝」　自然に溢れ出るありがとうの心
運営の方針　　本園は、教育基本法（平成18年法律第120号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）その他の関係法令及び関係条例を遵守して運営する。
提供する教育・保育の内容
本園は、認定こども園法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成２９年告示)に沿って乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。
(1) 特定保育・教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　      教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)に係る園児に対し、当該教育・保育給付認定における保育必要量(子ども・子育て支援法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2) 　延長保育事業、一時預かり事業(一般型、幼稚園型)
3.《概要》
　　　　　　　施設名　　　　　　桜ヶ丘こども園
施設長名　　　　　　鮫島紀子
所在地　　　　　　〒891-0175　鹿児島市桜ヶ丘6丁目47番1号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 264-2393        FAX 264-1020
　　　　　　　　　　　　　HP  http//www.ans.co.jp/n/sakuragaoka/top.html
　　　　　　　　　　　　e‐mail    sakuragaoka-hoikuen@axel.ocn.ne.jp
創立認可年月日　　　昭和56年8月4日
　　　利用定員　　　　　　定員　　113名
　　　　　　　　　　　　　3歳～就学前(1号認定)　3名
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　　　　　　　　　　　　　3歳～就学前(2号認定)　56名　　　　　
　　　　　　　　　　　　　1歳　2歳(3号認定)　　36名
　　　　　　　　　　　　　0歳　(3号認定)  　　　18名               
　　　入所児対象　　　　　生後8週間から6歳（就学前）まで
建物の規模　構造　　鉄筋コンクリート造り　2階建て
　　　　　　　　　　　　　敷地面積　950.28㎡　　　建築面積　521.42㎡
　　　　　　　　　　　　　延床面積　759.81㎡　　　園庭面積389.54㎡
　　　園舎見取り図
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   5.《職員の職種、員数及び職務の内容》
(1)　園長　１人　
教育及び保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。
(2) 主幹保育教諭　2人
　　　地域の保護者に対する子育て支援を行うとともに園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、必要に応じて園児に教育・保育を実施する。　
(3)　保育教諭　　18名程度　
保育教諭は、教育課程及び保育課程に基づき、園児に教育及び保育を一体的に実施する。
(4)　栄養士　1人
　　　利用乳幼児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、1歳児以上の幼児食に係る献立を作成するとともに栄養管理・食育活動を行う。また調理員とともに給食及びおやつの調理を行う。
(5)　調理師・員　3人程度
　　　調理師・員は、栄養士が作成した献立に基づき調理業務等を行う。
(6)　看護師　1人
　　　　園児の健康状態を観察し健康管理を行う。
(7)　子育て支援員　2人程度

　　　　子育て支援員の資格をもち、保育等の補助を行い園の運営をスムーズに手助けする。
(8)　補助員　　2人程度
　　　　すべての業務を補佐する事で園の運営をスムーズに手助けする。
(職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める教育・保育に必要な職員数以上の職員を常に配置しています。ローテーションにより、各保育教諭等の勤務日数及び勤務時間は異なります。)
5．《保育日・保育時間について》
	
	1号認定
	2号・3号認定

	学期
	1学期　4月6日～7月20日
2学期　9月1日～12月24日
3学期　1月8日～3月25日
※小学校に準じる
	

	長期休暇
	夏季休暇　7月21日～8月31日
冬季休暇12月25日～1月7日
春季休暇　3月26日～4月5日
※小学校に準じる
	

	休園日
	土曜日・日曜日・祝祭日

	日曜日・祝祭日
12月29日～1月3日
年度末又は新年度の間で2日


	保育時間
	8時30分～13時30分
	保育標準時間　7時～18時
短時間保育時間　8時30分～16時30分

	預かり保育

	(学期中)
7時～8時30分
13時30分～18時
(土曜日・長期休暇期間中)
7時～18時

	

	延長保育
	18時～19時
	保育標準時間　18時～19時
保育短時間　　7時～8時30分
　　　　　　　16時30分～19時


※預かり保育・延長保育料金につきましては、別紙をご覧ください。　
6.《送り迎えについて》
１　お子様の送迎につきましては、くれぐれも黙って置いて行ったり、連れて帰ったりしないで下さい。
２　都合で保護者以外に送迎を依頼するときは、必ずその方のお名前・関係を連絡帳か口頭・電話でお知らせ下さい。ご連絡のない場合はお渡しできません。
3小学校低学年(１年生～３年生)の送迎は、事故防止の為できません。(3歳の誕生日までは大人の方の送迎をお願いします。)
4　登降園の際、門の鍵は必ず閉めて下さい。(正門から出る際は車の往来がないかミラーで確認してから道路に出て下さい)
5　送迎時の駐車は保護者用駐車場を利用して下さい。
6　登園時に排泄の確認を済ませてお預け下さい。又、０歳児はクラス内で検温もお願いします。
7　登園時・降園時には必ずタイムカードを押して下さい。延長保育料の請求に使用致します。8　登降園中に起きました事故については、園では一切責任は負いません。
7.《登園時間・欠席について》
１　登園時間は７時から９時までにお願いします。
２　登園時間が９時を過ぎる場合・欠席される場合は必ず９時までに連絡を下さい。(給食人数把握の為)　又、長期欠席の場合も連絡をお願いします。
３　登園時間が11時30分を過ぎる場合は昼食を済ませてから登園して下さい。(11時を過ぎる場合は連絡を下さい)
☆　保護者の方の仕事が休みの際は、出来る限りお子さんも休み、コミュニケーション・スキンシップの時間を作ってあげて下さい。お子さんに体調の変化等があった場合は原則職場に連絡をしますので、仕事が休みの際に預けられる場合は、必ず連絡先をお知らせ下さい。
8.《一般生活について》
１　規則正しい生活を心掛けましょう。
２　自主性を養うために、『自分のことは自分で』を心掛けましょう。
３　朝食は、1日の活力源であり生活リズムを整える大きな役割をもっています。しっかり　　食べて元気に遊べる体で登園しましょう。
４　園に不必要な物（おもちゃ等）は持ってこないで下さい。
５　全園児に連絡帳があります。０歳児から２歳児は健康状態や連絡事項を毎日記入して下さい。３歳児以上はお子様に変化があったり、連絡事項等がございましたら記入して下さい。園は毎日確認しますが、連絡等があった場合のみ記入させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　
9.《健康について》
１　お子様の健康維持・増進は、とても大切なことです。顔色・機嫌・体温・皮膚の状態などに気をつけ、登園しましょう。又お子様の体調についても連絡を取り合い、お子様の健康な体と心を培いましょう。
2　早寝早起き、十分な睡眠・休息を心掛けましょう。

3　手洗い・うがい・歯磨きなどの習慣は小さいうちから身に付けましょう。
4　特に新入園児は、生活習慣の変化で心身共に負担がかかりますので、お子様の様子を　　　しっかり把握しましょう。
5　園の給食が体調に合わない時は、弁当を持参して下さい。
　　　(下痢・消化不良・嘔吐・アレルギー等)
6　流行性の病気に罹った場合は必ず連絡をして下さい。
7   体調をみながら、予防接種を計画的にすすめて下さい。
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10.《園で実施する検査・検診》
·  健康診断　→　年２回　　（上原クリニック　山田町221-1）　　　　　　　　　　
·  歯科検診　→　年1回　　（鹿児島大学病院　歯学部）
※　詳しい日程は、事前にお知らせします。
11.《病気の処置について》
１　既往症のあるお子様は、前もって必ずお知らせ下さい。
　　(例　けいれん・脱臼など)
２　前日又は当日の朝、お子様の体調に少しでも気になることがある時は、必ずお知らせ下さい。(微熱があった・下痢をしていた等)　又、日中の状態が知りたい時は、連絡を下さい。　　
３　園で３８度以上の熱を出した場合は、連絡致します。
４ 『学校保健安全法』で登園停止の病気・期間は、Ｐ12に記してあります。
　　ただし、登園停止期間は原則的な基準であり、お子様・症状によって異なります。治療後の登園については医師と相談して下さい。(登園許可証明証・登園届が必要です)
５　『風邪だから外にださないで』・『具合が悪いから静かにさせて』等要求される方がいますが、集団生活ですので要望に答えることはできません。
６　原則薬は事故防止の為、与薬しません。但し与薬がどうしても必要な方は与薬依頼書を持参し、１回分の薬を職員に手渡して下さい。塗り薬・点眼薬も与薬依頼書が必要です。病気の種類によっては、朝夕の2回にできることもあります。また3回の場合でも園に薬を持ち込まない飲み方、朝・夕・夜などにできないか主治医に相談して下さい。しかし坐薬・貼薬は与薬できません。
12.《怪我について》

1　 すり傷・切り傷等は水道水で異物を取り除くように洗います。消毒液は使用しません。
2　 集団の中では、保育教諭が常に気を配っていてもどうしても多少の怪我はあります。必要に応じて園内で起きた怪我については病院で受診しています。注意しても防げない場合もありますのでご理解下さい。
3　 保育中の怪我は園の責任と考え対処しております。幼児はその場の状況をうまく説明できない為、園から経緯を伝えます。
受診病院
	病院名
	受診科
	電話
	住所

	天辰病院
	外科　眼科　耳鼻科
	265-3151
	桜ヶ丘4-1-8

	大山眼科
	眼科
	255-6493
	宇宿1-31-6

	上原病院
	小児科　内科
	275-0010
	山田221-1

	宇宿整形外科内科病院
	整形外科　内科
	256-0393
	宇宿1-31-1


　　
13.《給食について》
ねらい　・バランスのよい食事で健やかな成長や健康の増進をはかり、様々な味との出会いで味覚を育てます。
　　　　・友達との関わりの中で食事のマナーや望ましい食習慣を身につけ、食事を通して豊かな心を育てます。
◆0歳・・・月齢に応じて（離乳食）
　 ◆1歳～3歳未満児・・・完全給食（スキムミルクか牛乳とおやつを9：30と15：00　
　昼食）
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　 ◆3歳以上児・・・　完全給食（スキムミルクか牛乳とおやつを15：00　　昼食）
　 ◆延長保育・・・　18：00におやつと飲み物　
1　完全給食です
2　毎月献立表をモバイルメールします。展示食がありますので、ご覧下さい
3　偏食・食物アレルギーなどのあるお子様は、早めにお知らせ下さい。除去食については、　　成長にかかわる事ですので診断書が必要です。園の給食が食べられない場合は、弁当を持参して下さい。又、宗教上食べてはならない食品がある場合もお願いします。
14.《服装について》
１　登園したら、スモック(３歳以上児)を着用し、身だしなみを整える習慣を付けましょう。(夏場は除く。)
２　丈夫な身体にするために、なるべく薄着を心掛けましょう。又、靴下は転倒・事故防止の為、室内では脱がせて下さい。(年長児クラスは1月より就学前指導の一環で靴下・上履きを使用します)
３　衣服は、フリルの沢山ついた物・長いスカート等は園では着用しないで下さい。活動の妨げになりますので、動きやすい服装・自分で着脱・排泄しやすいもの・体のサイズに合った物をお願いします。汗や汚れを吸収し通気性の良い綿素材は肌への刺激も少ないです。又、靴は活動しやすい運動靴を履かせて下さい。　　　　　
４　衣服のボタンが取れたり、ゴムが伸びたら、すぐに直して下さい。
（帽子のゴム・スモックの袖口のゴムも確認して下さい。）
５　汚れた衣服は袋に入れて返却しますので、衣類箱の中は毎日点検し、使用した数を確認して補充して下さい。気温に合わせ調節しやすいよう補充をお願いします。
６　靴や帽子の汚れが目立つ時があります。こまめに洗って清潔にしましょう。
７　入れ違いの原因にもなりますので、‘全ての物に記名’をして下さい。(洗濯して消えかけている物・他人から譲り受けた物等にもしっかり記名して下さい。)
８　帽子や体操服のゼッケン等に飾りを付けないで下さい。スモックはアップリケ等をつけて自分の物がわかるように、名前の記名に工夫をしてください。
9　3歳以上児は衣類箱の中に体操服を常時準備してください。
15.≪行事≫
１　保護者が参加する主な行事
・入園式(新入園児)・親睦会・運動会・保育参観・親子遠足・発表会　
・卒園式(卒園児)　 誕生会(5歳児のみ)等
２　その他　月1回　英語教室・体操教室・絵本の読み聞かせ・誕生会
　　　　月3回程度　スイミング　　地域との交流・季節の行事
※年間の行事予定表をご覧になり、出来る限り出席され子ども達の成長を一緒に楽しみましょう。また予定の変更などもありますので、その都度ご確認下さい。
16《.保護者負担について》
園児の居住する市町村が定める額の保育料を保護者から徴収します

	
	1号
(教育標準時間)
	2号
(保育認定・3歳以上
	3号
(保育認定・3歳未満)

	主食費
	800
	1,000
	

	副食費
	3,600
	4,500
	

	主食費(土曜日)
	40
	
	

	副食費(土曜日)
	180
	
	

	スイミング年会費
	1,000
	

	スイミング月謝
	3,000(3回)　2,500(2回)
	

	スモック
	1,760
	

	体操服
	2,530(体操シャツ1,430　体操ズボン1,100)

	帽子
	970　　　1,070(特大)

	道具箱一式
	3,281

	アルバム代
	1,000
	

	
	


　　★以上のものは毎月15日に口座から引き落としをします。15日に引き落としが出来なか
った場合は保護者負担になります(1回11円)　
　　★指定口座からの引き落としが3回連続して(または年間通算6回)できない場合は、退所
して頂く場合がありますので、ご注意ください。　　　
　　　外部による教室(　サッカー　　ダンス )は個別契約になります。
17.《児童表について》
１　病気や怪我等の時、その他緊急に保護者に連絡の必要が生じたときに使用します。『地図』は分かりやすく記入して下さい。次年度より変更した所のみ記入して下さい。
２　転職・転勤・住所・電話番号の変更は速やかにお知らせ下さい。
18.《利用の開始及び終了に関する事項等》
1　市町村から教育・保育の実施について教育・保育給付認定を受けた１号子どもから本園の利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。
(1)　利用定員に空きがない場合
(2)　利用定員を上回る利用の申込があった場合
(3)　当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れがある場合
２　１号子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の方法により選考を行い、園長が入園者を決定する。
(1)　在園児に兄・姉がいる。
(2)　前年度、一時預かり(一般型)を利用していた。
(3)　その他は抽選により選考する。
なお、年度途中の申し込みについては、先着順に入園者を決定する。
３　前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただし、保育時間の認定を受けた者については、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条に基づき市町村が行う利用の調整に従い決定される。
４　支援法第19条第１項第２号の子ども（以下「２号子ども」という。）及び支援法第19条第１項第３号の子ども（以下「３号子ども」という。）については、支援法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じる。
５　本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。
６　転園、退園又は休園しようとする１号子どもは、保護者が理由を記して園長に願い出るものとする。
７　本園の利用２号子ども及び３号子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
（1）「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき。
（2）保護者から本園の利用の取消しの申出があったとき。
（3）市町村が本園の利用継続が不可能であると認めたとき。
（4）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
19.《緊急時における対応方法及び避難災害》
1　園児の安全の確保を図るため、鹿児島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の基準に関する条例第21条及び認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第27条の規定により学校安全計画等を策定し実施するとともに、同法第29条第１項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。
2　本園は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法及び条例の規定に従って、市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図る。
3　全国警備保障と連携し園内の安全対策を行っています。また災害に関しては、非常災害対策マニュアルにのっとり訓練を行い、保存食や水等も準備しています。緊急時の保護者への　連絡は電話・メールにて行いますので登録をお願いします。
4　保育の提供により事故が発生した場合は、鹿児島市及び園児の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
5　事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。
6　園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに　行うものとします。
7　市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図っています。
8　非常災害の具体的計画について、園児及び保護者に分かりやすく保育施設内に掲示して　　います。
9　非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組みを定期的に職員に周知しています。
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　　　　　　　　　谷山北分遣隊　　264-0119    
　　　　　　　　　南警察署　　　　269-0110
　　　　　　　　　　　
20.《要望・相談の受付》
１　貸出文庫の上に意見箱が設置されておりますので、ご意見や要望等がございましたら、　　ご利用下さい。
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２　相談・苦情申出窓口もありますのでご利用して下さい。
　　責任者　園長　鮫島紀子
　　受付係　主幹　メイ直子　横峯久美子
　　第三者委員　中馬千穂子　264-8957
　　　　　　　　新穂豊　　　264-7389
21.《保険に関する事項》
損保ジャパン日本興亜損害保険株式会社
保育園児等傷害保険　　288,4万円(死亡)　4,500円(入院1日)　3,000円(通院1日)
主催行事参加者傷害保険　250万円(死亡)　3,750円(入院1日)　2,500円(通院1日)
22.《守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項》
１　鹿児島市が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利用します。
２　個人情報の使用に係る同意書に定めた項目以外で使用することはありませんので、同意書に署名をお願いします。
3     当園の職員は、業務上知り得た子ども及び保護者の情報を漏らしません。
23.《その他》
１　クラス編成は、年齢別に行っておりますが、その年度の年齢・人数により異なります。
２　園からのお知らせ・お便り等は、モバイルメールで送ります。よく読み保存をして下さい。その他のお知らせは掲示板(全体・クラス)に連絡等が掲示されるので、毎日ご覧下さい。
３　冷凍母乳は保管の管理が難しいので、基本的にはミルクを調乳して授乳をします。
４　各提出物については、期日厳守でお願いします。
　(スイミング用品、サッカー教室・体操教室用品等忘れても個人への連絡はしません。)　
５　毎月‘誕生会’があります。５歳児の保護者のみ参加・会食ができます。

6　不審者対策の為に９：３０～１６：００まで門のカギが自動で閉まります。その間の送迎は事務所からお願いします。又、防犯カメラを14台設置しておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
24.《登園停止について》
登園停止の病気　(登園許可証明書が必要な病気・医師の許可が必要)
	病　　名
	登園停止期間

	麻疹（はしか）
	解熱した後3日を経過してから

	風疹
	発疹がすべて消失してから

	水痘（水ぼうそう）
	すべての発疹が痂皮化してから

	流行性耳下腺炎

（おたふくかぜ）
	耳下腺・顎下腺の腫張が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで

	結核
	医師により感染の恐れがないと認められるまで

	咽頭結膜熱（プール熱）
	主な症状が消え2日経過してから

	流行性角結膜炎
	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから

	百日咳
	特有の咳が消えるまで。または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで

	腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ１５７・Ｏ２６・Ｏ１１１など)
	症状が始まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し４８時間をあけて連続２回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの

	髄膜炎菌性髄膜炎
	結核と同じ

	急性出血性結膜炎
	結核と同じ


感染力が強いので登園届を必要とする病気(保護者の証明書が必要)
	病　　名

	溶連菌感染症
	マイコプラズマ感染症
	手足口病

	伝染性紅斑（りんご病）
	感染性胃腸炎（ノロ・ロタ・アデノウィルスなど）

	ヘルパンギーナ
	RSウイルス
	帯状疱疹

	突発性発疹
	伝染性膿痂疹（とびひ）
	B型肝炎

	インフルエンザ
	新型コロナウイルス感染症
	水いぼ


園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の発症や流行をできるだけ防ぎ、子ども達が一日快適に生活できるように、医師の診断に従い登園許可証明書・登園届の提出をお願いします。園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園して下さい。
別紙
　　　　　　　　　　　　　　延長保育について
延長保育には、月決め延長保育と突発延長保育があります。
　<月決め延長保育>
対象：保育標準時間認定の方で、お迎えが月の半数以上18時を過ぎる方
　　　保育短時間認定の方で、登園が月の半数以上8時30分より早い又は16時30分を　　　　過ぎる方
　　<突発延長保育>　　月の半数を超えない方
申し込方法：年1回利用する方も申請書を提出して下さい
おやつ：夕方は18時よりおやつを食べます。準備の都合で17時までに電話を下さい。
利用料：月初めに請求書をお渡しします。15日に金融機関より引き落とします。
	項目
	時間
	日額
	月額

	保育標準時間
	18：01～18：30
	200円
	3,000円

	
	18：31～19：00
	300円
	

	保育短時間
	7：00～8：29
	100円
	1,500円

	
	16：31～18：00
	100円
	1,500円

	
	18：01～18：30
	200円
	3,000円

	
	18：31～19：00
	300円　　　　　　　　　
	


預り保育料
	預り保育料
	１号(教育標準時間認定)

	平日 7:00～18:00
(8:30～13:30除く)
　　18:01～18:30
　　18:31～19:00
土曜日　長期休暇中
	1回利用につき　450円
1日につき200円
1日につき300円
1回利用につき　450円


『子ども・子育て支援法施行規則』
第一条　法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
一　一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。
二　妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三　疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四　同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護していること。
五　震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六　求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること。
七　次のいずれかに該当すること。
イ　学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ　職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
八　次のいずれかに該当すること。
イ　児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
ロ　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること（イに該当する場合を除く。）
九　育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等（以下この号において「特定教育・保育施設等」という。）を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
十　前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。
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